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判
例
研
究瑕

疵
担
保
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効

田

中

宏

治

〔
事
実
〕

�

昭
和
四
八
年
二
月
一
八
日
、
Ｘ
は
Ｙ
か
ら
土
地
及
び
そ
の
地
上
建
物
を
購
入
し
て
、
代
金
を
支
払
っ
た
。
五
月
九
日
に
は
、
本

件
土
地
が
引
き
渡
さ
れ
て
所
有
権
移
転
登
記
も
経
由
さ
れ
た
。
平
成
六
年
二
月
又
は
三
月
頃
、
本
件
建
物
を
建
て
替
え
よ
う
と
し
た
Ｘ
は
、
本
件
土

地
の
一
部
に
道
路
位
置
指
定
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
道
路
位
置
指
定
と
は
、
私
人
の
土
地
に
対
し
て
な
さ
れ
る
行
政
庁
に
よ
る
場
所
の
特

定
で
あ
る
（
建
築
基
準
法
四
二
条
一
項
五
号
）。
道
路
位
置
指
定
が
私
人
の
所
有
地
に
存
在
す
る
と
、
そ
の
土
地
は
公
道
と
同
じ
扱
い
を
受
け
、
建
築
物

を
建
て
ら
れ
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｘ
が
も
し
本
件
建
物
を
建
て
替
え
る
な
ら
ば
、
道
路
位
置
指
定
の
部
分
を
避
け
て
建
て
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
そ
の
結
果
、
床
面
積
を
大
幅
に
縮
小
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
支
障
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
本
件
土
地
は
、
五
軒
の
建
売
住
宅
の
一
つ
で
あ
っ
た
（
民
集
一
三
二
九
頁
の
地
図
の
七
〇
九
―
一
六
九
の
宅
地
と
そ
れ
に
付
随
す
る
私
道
部
分
）。

民
法
五
七
〇
条
・
五
六
六
条
三
項
・
一
六
七
条
一
項
・
一
六
六
条
一
項

平
成
一
三
年
一
一
月
二
七
日
最
高
裁
判
所
第
三
小
法
廷
判
決

（
平
成
一
〇
年
（
オ
）
七
七
三
号
、
林
兼
明
対
飯
塚
守
、
損
害
賠
償
請
求
事
件
）

民
集
五
五
巻
一
三
一
一
頁
、
裁
判
所
時
報
一
三
〇
四
号
一
四
頁
、
判
時
一
七
六
九
号
五
三
頁
、
判
タ
一

〇
七
九
号
一
九
五
頁
、
金
商
一
一
三
四
号
三
頁
、
金
法
一
六
三
三
号
七
一
頁
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「
建
築
物
の
敷
地
は
道
路
に
二
メ
ー
ト
ル
以
上
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
建
築
基
準
法
四
三
条
一
項
）
の
で
、
こ
の
宅
地
を
開
発
し
た
業
者
は
、
五

つ
の
宅
地
が
い
ず
れ
も
道
路
に
二
メ
ー
ト
ル
以
上
接
す
る
よ
う
に
、
道
路
位
置
指
定
を
受
け
た
土
地
、
つ
ま
り
私
道
を
設
け
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ

た
。
同
号
の
政
令
に
よ
る
と
、
私
道
の
「
終
端
が
公
園
、
広
場
、
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
自
動
車
の
転
回
に
支
障
が
な
い
も
の
に
接
続
し

て
い
る
」
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
当
初
は
、
ニ
ハ
ロ
イ
ホ
（
民
集
一
三
二
九
頁
）
を
含
む
部
分
を
道
路
と
し
て
築
造
工
事
し
、
そ
の
完
了
検
査
に
合

格
し
て
道
路
位
置
指
定
の
告
示
が
昭
和
四
七
年
一
〇
月
二
七
日
に
行
わ
れ
た
後
、
一
旦
築
造
さ
れ
た
道
路
を
潰
し
て
そ
こ
に
建
物
を
建
て
て
売
り
払

っ
た
、
と
い
う
経
緯
で
あ
ろ（
１
）

う
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
Ｘ
は
位
置
指
定
さ
れ
た
道
路
に
掛
か
ら
な
い
よ
う
に
、
小
さ
目
に
建
物
を
建
て
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
Ｘ
は
こ

の
道
路
位
置
指
定
を
廃
止
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
Ｙ
に
求
め
た
。
ま
た
、
自
ら
も
市
役
所
に
問
い
合
わ
せ
る
な
ど
し
て
廃
止
の
た
め
に
運

動
を
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
不
調
に
終
わ
る
。
道
路
位
置
指
定
を
廃
止
す
る
と
、
Ｘ
の
隣
人
の
Ｂ
の
敷
地
が
道
路
に
二
メ
ー
ト
ル
以
上
接
し
な
い

こ
と
に
な
る
た
め
に
、
道
路
位
置
指
定
廃
止
の
Ｂ
の
承
諾
を
受
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
っ（
２
）

た
。

�

そ
こ
で
、
Ｘ
は
平
成
六
年
七
月
に
、
道
路
位
置
指
定
は
隠
れ
た
る
瑕
疵
に
当
た
る
と
主
張
し
て
、
Ｙ
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求
す
る
意
思
を

表
明
す
る
（
民
法
五
七
〇
条
及
び
同
五
六
六
条
一
項
）。
そ
れ
は
、
Ｘ
が
瑕
疵
の
「
事
実
を
知
っ
た
時
よ
り
」
一
年
内
で
あ
る
の
で
、
期
間
制
限
に
は
掛

か
ら
な
か
っ
た
（
同
五
六
六
条
三
項
）。
次
に
、
年
が
明
け
て
平
成
七
年
二
月
、
Ｘ
は
Ｙ
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求
の
訴
え
を
提
起
す
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
Ｙ
は
、
同
年
三
月
、
一
〇
年
間
の
消
滅
時
効
（
同
一
六
七
条
一
項
）
を
援
用
し
、
Ｘ
の
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
を
主
張
し
た
。
そ
れ
に
対
し

て
、
Ｘ
は
、
Ｙ
が
消
滅
時
効
を
援
用
す
る
の
は
権
利
の
濫
用
（
同
一
条
三
項
）
で
あ
る
と
反
論
し
た
。

第
一
審
は
、
消
滅
時
効
の
規
定
の
適
用
の
是
非
に
つ
い
て
、
次
「
の
よ
う
に
解
す
る
と
買
主
に
酷
な
結
果
と
な
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
が
、
法
律

関
係
の
早
期
安
定
を
図
る
と
い
う
趣
旨
に
照
ら
し
」
て
「
売
買
契
約
上
の
権
利
義
務
自
体
が
一
〇
年
の
消
滅
時
効
に
よ
り
消
滅
す
る
こ
と
に
照
ら
し
、

売
買
契
約
締
結
の
時
又
は
登
記
な
い
し
引
渡
し
の
時
を
起
算
点
と
し
て
、
一
〇
年
間
の
経
過
に
よ
り
消
滅
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」

と
判
示
し
て
、
適
用
を
肯
定
し
た
。
権
利
濫
用
に
つ
い
て
は
、「
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
他
人
に
損
害
を
与
え
た
不
法
行
為
者
が
消
滅
時
効
な
い
し

除
斥
期
間
の
主
張
を
し
た
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
が
直
ち
に
権
利
の
濫
用
と
な
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
件
に
お
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い
て
も
、
右
認
定
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
Ｙ
が
本
訴
に
お
い
て
消
滅
時
効
等
を
主
張
す
る
の
が
権
利
の
濫
用
に
当
た
る
と
は
解

さ
れ
」
な
い
と
判
示
し
て
、
Ｘ
の
主
張
を
退
け
た
。

�

控
訴
審
で
も
、
Ｘ
Ｙ
は
同
様
の
主
張
を
繰
り
返
し
た
。
控
訴
審
判
決
は
、
第
一
審
判
決
を
取
り
消
し
て
、
消
滅
時
効
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い

う
Ｘ
の
主
張
を
容
れ
た
。「
し
か
し
な
が
ら
、
民
法
五
七
〇
条
、
五
六
六
条
三
項
に
基
づ
く
売
主
の
瑕
疵
担
保
責
任
は
、
法
律
が
、
買
主
の
信
頼
保

護
の
見
地
か
ら
特
に
売
主
に
課
し
た
法
定
責
任
で
あ
っ
て
、
右
責
任
は
売
買
契
約
上
の
債
務
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
つ
き
、
民
法

一
六
七
条
一
項
の
適
用
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
、
右
規
定
が
、
買
主
が
瑕
疵
を
知
っ
た
時
か
ら
一
年
内
に
損
害
賠
償
の
請
求
を
す
る
旨
を

定
め
て
い
る
の
は
、
右
責
任
の
追
求
を
早
期
に
さ
せ
、
権
利
関
係
を
早
期
に
安
定
さ
せ
る
趣
旨
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
は
Ｙ
主
張
の
と
お
り
で
あ

る
も
の
の
、
他
方
で
、
右
規
定
が
、
そ
の
起
算
点
を
『
買
主
が
瑕
疵
の
存
在
を
知
っ
た
時
』
と
の
み
定
め
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
趣
旨
が
権
利
関
係

の
早
期
安
定
の
み
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
る
か
ら
、
民
法
五
七
〇
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
き
民
法
一
六
七
条

一
項
を
準
用
す
る
こ
と
も
相
当
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
（
そ
う
で
な
い
と
、
買
主
が
瑕
疵
の
存
在
を
知
っ
て
い
る
か
否
か
を
問
わ
ず
に
、
瑕
疵
に
基
づ
く
損
害
賠

償
請
求
権
の
時
効
又
は
除
斥
期
間
満
了
に
よ
る
消
滅
を
認
め
る
こ
と
と
な
り
、
買
主
に
対
し
売
買
の
目
的
物
を
自
ら
検
査
し
て
瑕
疵
を
発
見
す
べ
き
義
務
を
与
え
る
に
等
し

く
、
必
ず
し
も
公
平
と
は
い
え
な
い
と
解
さ
れ
る
。）」
と
判
示
し
た
。（
消
滅
時
効
の
適
用
が
な
け
れ
ば
、
時
効
援
用
が
権
利
濫
用
に
な
る
か
ど
う
か
は
問
題
に
な
ら
な

い
。）�

こ
れ
に
対
し
て
、
Ｙ
が
上
告
し
、「
原
判
決
の
判
断
に
従
う
と
、
民
法
五
七
〇
条
の
売
買
の
目
的
物
に
瑕
疵
を
発
見
し
た
時
が
、
売
買
契
約

時
又
は
売
買
物
件
の
引
渡
時
か
ら
五
〇
年
或
い
は
一
〇
〇
年
を
経
過
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
瑕
疵
の
発
見
し
た
時
か
ら
一
年
以
内
に
担
保
責
任
を

問
う
意
思
表
示
を
す
れ
ば
、
原
状
回
復
或
い
は
損
害
賠
償
請
求
権
が
発
生
す
る
と
さ
れ
、
全
く
法
の
予
想
し
な
い
結
果
が
生
じ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。」
と
主
張
し
た
。

〔
判
旨
〕

破
棄
差
戻
。「
買
主
の
売
主
に
対
す
る
瑕
疵
担
保
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
売
買
契
約
に
基
づ
き
法
律
上
生
ず
る
金
銭
支
払
請

求
権
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
民
法
一
六
七
条
一
項
に
い
う
『
債
権
』
に
当
た
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
買
主

が
事
実
を
知
っ
た
日
か
ら
一
年
と
い
う
除
斥
期
間
の
定
め
が
あ
る
が
（
同
法
五
七
〇
条
、
五
六
六
条
三
項
）、
こ
れ
は
法
律
関
係
の
早
期
安
定
の
た

瑕疵担保による損害賠償請求権の消滅時効
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め
に
買
主
が
権
利
を
行
使
す
べ
き
期
間
を
特
に
限
定
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
除
斥
期
間
の
定
め
が
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
瑕
疵
担
保
に
よ
る

損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
き
同
法
一
六
七
条
一
項
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
買
主
が
売
買
の
目
的
物
の
引
渡
し

を
受
け
た
後
で
あ
れ
ば
、
遅
く
と
も
通
常
の
消
滅
時
効
期
間
の
満
了
ま
で
の
間
に
瑕
疵
を
発
見
し
て
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
買
主
に

期
待
し
て
も
不
合
理
で
な
い
と
解
さ
れ
る
の
に
対
し
、
瑕
疵
担
保
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
に
消
滅
時
効
の
規
定
の
適
用
が
な
い
と
す
る
と
、
買
主

が
瑕
疵
に
気
付
か
な
い
限
り
、
買
主
の
権
利
が
永
久
に
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
売
主
に
過
大
な
負
担
を
課
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
適
当

と
い
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
瑕
疵
担
保
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
に
は
消
滅
時
効
の
規
定
の
適
用
が
あ
り
、
こ
の
消
滅
時
効
は
、
買
主
が
売
買
の
目
的
物
の
引

渡
し
を
受
け
た
時
か
ら
進
行
す
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
Ｙ
の
主
張
を
容
れ
て
、
控
訴
審
判
決
を
破
棄
し
、
消
滅
時
効
を
Ｙ
が
援
用
す
る

こ
と
が
権
利
の
濫
用
に
当
た
る
か
否
か
を
審
理
さ
せ
る
た
め
に
、
控
訴
審
に
差
し
戻
し
た
。

差
戻
審
に
お
い
て
は
、
口
頭
弁
論
は
一
回
で
終
結
し
、
Ｘ
の
控
訴
を
棄
却
す
る
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
、
確
定
し
て
い
る
。
控
訴
審
判
決
は
、
消
滅

時
効
の
援
用
が
Ｙ
の
権
利
の
濫
用
に
該
る
か
ど
う
か
の
問
題
に
つ
い
て
、「
権
利
濫
用
に
当
た
る
と
認
め
る
に
足
り
る
特
段
の
事
情
は
な
い
」
と
述

べ
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
三
つ
挙
げ
る
。
第
一
に
、
道
路
位
置
指
定
の
申
請
手
続
は
Ｙ
の
前
所
有
者
に
お
い
て
既
に
な
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ

と
、
第
二
に
、
悪
意
で
あ
る
の
に
秘
匿
し
て
い
た
と
推
認
す
べ
き
特
段
の
事
情
も
Ｙ
に
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
第
三
に
、「
将
来
的
に
は
本
件
道

路
位
置
指
定
の
許
可
が
取
り
消
さ
れ
る
余
地
が
十
分
窺
わ
れ
る
こ
と
」
で
あ
る
。

〔
評
釈
〕

一

最
終
的
に
は
、
Ｘ
に
酷
な
結
論
に
至
っ
た
。
道
路
位
置
指
定
の
申
請
手
続
は
Ｙ
の
前
所
有
者
に
お
い
て
既
に
な
さ
れ
て
い
た

（
差
戻
審
判
決
の
挙
げ
る
第
一
の
理
由
）
と
い
う
こ
と
か
ら
す
る
と
、
前
所
有
者
と
Ｙ
と
は
通
謀
し
て
い
た
と
推
測
も
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
二
の

理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
Ｙ
の
主
観
的
事
情
に
つ
い
て
も
、
Ｙ
は
実
際
に
は
悪
意
で
あ
っ
た
と
推
測
も
で
き
る
。
ま
た
、
本
件
道
路
位
置
指
定

は
、
将
来
的
に
廃
止
さ
れ
る
こ
と
は
―
―
Ｘ
の
隣
人
の
Ｂ
の
承
諾
を
受
け
ら
れ
な
い
た
め
に
―
―
難
し
い
。

で
は
、
Ｘ
は
ど
う
し
た
ら
よ
か
っ
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
控
訴
審
判
決
の
文
言
を
借
用
し
て
表
現
す
れ
ば
、「
売
買
の
目
的
物
を
自
ら
検
査

し
て
瑕
疵
を
発
見
す
べ
き
義
務
」
を
負
っ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
道
路
位
置
指
定
」
を
発
見
す
べ
き
行
為
規
範
が
Ｘ
に
課
さ
れ
て
い
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た
、
と
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
道
路
位
置
指
定
の
存
在
を
知
る
た
め
に
は
、
行
政
庁
（
市
や
特
別
区
）、
具
体
的
に
は
、
市
役
所
又
は
区
役
所
の
都

市
計
画
部
、
建
築
指
導
課
あ
る
い
は
開
発
指
導
課
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
部
署
へ
行
き
、
道
路
位
置
指
定
図
を
閲
覧
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な

わ
ち
、
本
判
決
の
結
論
と
し
て
は
、
建
売
住
宅
を
購
入
す
る
買
主
に
対
し
て
、
将
来
の
建
て
替
え
が
可
能
か
ど
う
か
、
�
道
路
に
二
メ
ー
ト
ル
以
上

接
し
て
い
る
こ
と
を
現
地
検
分
で
確
か
め
た
上
で
、
�
道
路
位
置
指
定
図
の
閲
覧
も
―
―
少
な
く
と
も
購
入
後
一
〇
年
以
内
に
―
―
す
べ
き
と
い
う
行
為

規
範
を
課
し
た
と
言
え
よ（
３
）

う
。
そ
の
よ
う
な
結
論
が
買
主
に
厳
し
す
ぎ
な
い
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
拙
稿
で
は
消
滅
時
効
の
適
用
を
検
討
し
た
い
。

二

本
件
で
は
、
民
法
五
七
〇
条
及
び
同
五
六
六
条
一
項
の
損
害
賠
償
請
求
権
へ
の
消
滅
時
効
（
同
一
六
七
条
一
項
）
の
適
用
が
争
わ
れ
た
。
そ
も

そ
も
、
道
路
位
置
指
定
の
存
在
と
い
う
売
買
目
的
物
の
「
法
律
上
の
制
限
」
は
、
民
法
五
七
〇
条
の
適
用
さ
れ
る
「
物
の
瑕
疵
」
か
ど
う
か
、
は
著

名
な
論
点
の
一
つ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
売
主
が
い
か
な
る
瑕
疵
を
担
保
す
る
か
で
、「
権
利
の
瑕
疵
」
と
「
物
の
瑕
疵
」
と
に
分
け
て
説
明
さ
れ
る
。

同
五
七
〇
条
が
物
の
瑕
疵
の
規
定
で
、
そ
れ
以
外
が
権
利
の
瑕
疵
の
規
定
と
説
明
さ
れ
る
。
本
件
の
よ
う
な
法
律
上
の
制
限
は
、
物
の
瑕
疵
か
権
利

の
瑕
疵
か
。
学
説
に
は
権
利
の
瑕
疵
と
解
釈
す
る
見
解
が
有
力
で
あ（
４
）

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
判
例
は
、
法
律
上
の
制
限
は
物
の
瑕
疵
の
中
に
含
め

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い（
５
）

る
。
も
っ
と
も
、
権
利
の
瑕
疵
と
物
の
瑕
疵
と
い
ず
れ
と
解
す
る
か
の
解
釈
論
上
の
違
い
は
、
物
の
瑕
疵
の
方
が
売

主
の
責
任
が
若
干
軽
い
、
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な（
６
）

い
。
右
の
論
点
は
本
件
の
結
論
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
、
よ
う
に
見�

え�

る�

。

三

物
の
瑕
疵
で
あ
れ
権
利
の
瑕
疵
で
あ
れ
、
Ｙ
の
担
保
責
任
は
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
Ｘ
は
瑕
疵
の
存
在
を
知
っ
て
か
ら
一
年
の
期
間
制
限
に
掛

か
る
（
民
法
五
六
六
条
三
項
）。
本
件
で
は
、
平
成
六
年
二
月
か
ら
三
月
頃
に
瑕
疵
の
存
在
を
知
り
、
平
成
七
年
二
月
に
訴
え
を
提
起
し
て
い
た
。
も

し
、
右
の
一
年
間
の
期
間
制
限
が
消
滅
時
効
で
あ
れ
ば
、「
請
求
」（
民
法
一
四
七
条
一
号
）
が
中
断
の
効
果
を
発
生
さ
せ
る
の
は
「
訴
え
を
提
起
し

た
」
時
点
だ
か
ら
（
民
事
訴
訟
法
一
四
七
条
）、
一
年
の
期
間
制
限
に
掛
か
る
か
ど
う
か
微
妙
な
と
こ
ろ
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
判
例
に
よ
る
と
、

「
一
年
の
期
間
制
限
は
、
除
斥
期
間
を
規
定
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、〔
…
…
〕
こ
の
損
害
賠
償
請
求
権
を
保
存
す
る
に
は
、〔
…

…
〕
売
主
の
担
保
責
任
を
問
う
意
思
を
裁
判
外
で
明
確
に
告
げ
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
、
裁
判
上
の
権
利
行
使
を
す
る
ま
で
の
必
要
は
」
な（
７
）

い
。

本
件
で
は
、
平
成
六
年
七
月
頃
に
Ｘ
は
右
権
利
保
存
を
し
て
い
る
た
め
に
、
損
害
賠
償
請
求
権
は
除
斥
期
間
に
は
掛
か
っ
て
い
な
い
。

四

次
に
、
消
滅
時
効
規
定
の
適
用
の
可
否
の
問
題
で
あ
る
。
右
に
説
明
し
た
通
り
、
判
例
に
よ
る
と
、
民
法
五
六
六
条
三
項
は
除
斥
期
間
で
あ
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る
。
で
は
、
そ
の
除
斥
期
間
の
存
在
が
、
消
滅
時
効
を
排
除
す
る
趣
旨
と
解
釈
す
べ
き
か
ど
う
か
。
こ
れ
が
本
件
で
争
わ
れ
た
問
題
で
あ
る
。
従
来
、

下
級
審
は
、
数
量
指
示
売
買
（
民
法
五
六
五
条
）
に
つ
い
て
消
滅
時
効
を
排
除
し�

な�

い�

と
解
釈
し
た
も
の
（
大
阪
高
判
昭
和
五
五
年
一
一
月
一
一
日
判
時
一

〇
〇
〇
号
九
六
頁
）
と
、
一
部
追
奪
の
担
保
責
任
（
民
法
五
六
三
条
）
に
つ
い
て
適
用
を
排
除
す�

る�

と
解
釈
し
た
も
の
（
東
京
地
判
平
成
九
年
八
月
二
六
日
判

タ
九
八
一
号
一
三
〇
頁
）
に
、
解
釈
が
分
か
れ
て
い
た
。
本
判
決
は
適
用
を
排
除
し�

な�

い�

と
最
上
級
審
と
し
て
解
釈
を
統
一
し
た
点
に
第�

一�

の
意
義
が

あ
る
。

学
説
で
は
、
適
用
を
排
除
し
な
い
と
す
る
解
釈
が
多
数
で
あ
っ（
８
）

た
。
ま
た
、
立
法
者
意
思
も
同
じ
解
釈
と
理
解
さ
れ
て
い（
９
）

た
。
し
た
が
っ
て
、

本
判
決
は
、
多
数
説
に
添
っ
て
裁
判
例
を
統
一
し
た
判
決
、
と
積
極
的
に
評
価
で
き
る
で
あ
ろ（
１０
）

う
。

な
お
、
本
判
決
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
し
て
の
損�

害�

賠�

償�

請�

求�

権�

に
つ
い
て
、
消
滅
時
効
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
瑕
疵
担
保
責
任
の
効
果
と
し

て
は
、
解
除
権
（
民
法
五
七
〇
条
・
五
六
六
条
一
項
）
も
あ
る
。
こ
の
解
除
権
に
つ
い
て
も
消
滅
時
効
は
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
。
形
成
権
た
る
解
除
権

も
ま
た
、
―
―
判
例
に
よ
れ
ば
―
―
一
〇
年
の
消
滅
時
効
（
民
法
一
六
七
条
一
項
）
に
掛
か（
１１
）

る
の
で
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
し
て
の
解
除
権
も
ま
た
、
一
〇

年
の
消
滅
時
効
に
掛
か
る
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ（
１２
）

う
。

五

本
判
決
の
意
義
は
、
消�

滅�

時�

効�

適�

用�

肯�

定�

説
に
よ
る
裁
判
例
統
一
に
留
ま
ら
な
い
。
本
判
決
の
第�

二�

の
意
義
は
、
消
滅
時
効
の
起�

算�

点�

が
引�

渡�

時�

で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
た
点
に
あ（
１３
）

る
。
引
用
判
旨
の
最
後
の
部
分
で
、
一
〇
年
間
の
消
滅
時
効
の
起
算
点
を
引
渡
時
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ

れ
は
、「
権
利
行
使
可
能
時
」（
民
法
一
六
六
条
一
項
）
の
解
釈
に
他
な
ら
な（
１４
）

い
。

起
算
点
は
争�

点�

と
は
な
っ
て
い
な
い
（
そ
れ
ゆ
え
、
本
判
決
の
起
算
点
に
つ
い
て
の
先
例
と
し
て
の
意
義
は
大
き
く
な
い
と
私
は
理
解
し
て
い
る
）。
争
わ
れ
な

か
っ
た
た
め
、
本
判
決
は
引�

渡�

時�

と
言
う
、
そ
の
理
由
を
述
べ
て
い
な（
１５
）

い
。
引
渡
時
と
い
う
解
釈
の
も
た
ら
す
結
論
を
考
察
す
る
に
、
管
見
に
よ

れ
ば
既
述
し
た
通
り
（
一
）、
い
さ
さ
か
買
主
に
酷
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
本
件
の
法
律
上
の
制
限
は
、
―
―
判
例
に
よ
れ
ば
―
―
物
の
瑕

疵
で
あ
る
。
権
利
の
瑕
疵
の
場
合
と
違
っ
て
、
他
人
が
登
場
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
他
人
の
登
場
ま
で
瑕
疵
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
不�

可�

能�

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
他
人
の
登
場
ま
で
起
算
点
を
遅
ら
せ
る
考
慮
は
働
か
な
い
、
と
一
応
は
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
有
力
説

が
説
得
力
を
も
っ
て
論
じ
る
よ
う
に
、
法
律
上
の
制
限
と
い
う
物
の
瑕
疵
は
、
権
利
の
瑕
疵
に
近
い
存
在
で
あ（
１６
）

る
。
そ
れ
は
正
に
本
件
で
判
然
と
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し
て
い
る
。
買
主
は
建
て
替
え
よ
う
と
す
る
ま
で
法
律
上
の
制
限
と
い
う
瑕
疵
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
物
の
法�

律�

上
の
制
限
は
、

―
―
判
例
に
よ
れ
ば
―
―
物
の
瑕
疵
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
物
の
物�

質�

上
の
瑕
疵
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
占
有
を
す
れ
ば
瑕
疵
の
存
在
を
認
識
し

や
す
く
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
物
の
占�

有�

は
、
法
律
上
の
制
限
の
認
識
を
経
験
則
上
推
認
さ
せ
な
い
、
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
―
―
物

の
瑕
疵
だ
と
し
て
も
―
―
、
起
算
点
に
つ
い
て
は
権
利
の
瑕
疵
と
同
様
の
考
慮
を
働
か
せ
る
余
地
が
あ
る
。
占
有
が
物
質
上
の
瑕
疵
の
認
識
を
推
認
さ

せ
る
の
と
は
事
情
が
異
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
占�

有�

の
移
転
と
い
う
意
味
の
引
渡
し
と
い
う
事
実
の
存
在
だ
け
に
よ
っ
て
一�

律�

に�

権
利
行
使
可
能

と
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
引
渡
し
と
い
う
事
実
だ
け
で
は
、「
確
実
な
事
実
関
係
を
認
識
し
た
」（
最
判
平
成
一
三
年
二
月
二
二
日
判
時

一
七
四
五
号
八
五
頁
）
と
は
言
え
ず
、
し
た
が
っ
て
権
利
行
使
可
能
に
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
、
と
い
う
そ
の
実
例
を
本
件
は
示
し
て
い
る
よ
う
に
私

に
は
見
え
る
の
で（
１７
）（
１８
）

あ
る
。
し
か
も
、
条
文
上
は
権
利
行
使
可
能
時
と
し
か
定
め
ら
れ
て
い
な
い
（
民
法
一
六
六
条
一（
１９
）

項
）
。
し
た
が
っ
て
、
権
利
行
使

可
能
時
�
引
渡
時
と
い
う
解
釈
を
採
る
必
然
性
は
無
い
。
本
判
決
が
断
定
的
に
引
渡
時
と
判
決
し
た
こ
と
に
は
疑
問
な
し
と
は
で
き（
２０
）（
２１
）

な
い
。

六

本
判
決
に
よ
る
と
、
引
渡
時
か
ら
進
行
す
る
消
滅
時
効
の
期
間
経
過
と
Ｙ
の
時
効
援
用
に
よ
っ
て
（
民
法
一
四
五
条
）、
Ｘ
の
権
利
は
確
定
的

に
消
滅
す
る
。
そ
も
そ
も
、
本
件
は
、
建
売
業
者
に
よ
る
詐
欺
ま
が
い
の
事
件
で
あ
る
。
し
か
し
、
不
法
行
為
と
し
て
は
、
不
法
行
為
時
か
ら
二
〇

年
経
過
し
て
除
斥
期
間
に
掛
か
っ
て
い
た
（
同
七
二
四
条
後
段
）
た
め
に
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
追
及
す
る
他
な
く
、
控
訴
審
は
消
滅
時
効
の
適
用
を
否

定
し
て
、
Ｘ
を
救
っ
た
と
理
解
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
最
高
裁
が
消
滅
時
効
の
適
用
を
肯
定
し
た
た
め
に
、
差
戻
審
で
は
、
時
効
援
用
権
の
濫
用

が
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
は
、
一
回
の
口
頭
弁
論
を
開
い
た
だ
け
で
権
利
濫
用
を
認
め
な
か
っ
た
差
戻
審
の
態
度
は
、

Ｘ
に
対
し
て
確
か
に
厳
し（
２２
）

い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
最
も
残
念
に
思
う
の
は
、
Ｘ
が
時
効
の
起
算
点
に
つ
い
て
争
わ
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。

そ
の
点
を
突
か
な
か
っ
た
Ｘ
が
勝
機
を
逸
し
た
の
も
致
し
方
な
い
と
い
う
印
象
も
ま
た
否
め
な
い
。

拙
稿
を
要
約
す
る
に
、
�
瑕
疵
担
保
責
任
の
損
害
賠
償
に
消
滅
時
効
を
適
用
し
た
本
判
決
の
積
極
的
意
義
に
つ
い
て
異
論
は
な
い
。
�
し
か
し
、

権
利
行
使
可
能
時
（
消
滅
時
効
の
起
算
点
）
が
引�

渡�

時
で
あ
る
と
は
、
物
の
物�

質�

上
の
瑕
疵
で
あ
る
と
き
は
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
本
件
の
よ
う

に
、
物
の
瑕
疵
が
法�

律�

上
の
制
限
で
あ
る
と
き
は
妥
当
し
な
い
。
買
主
が
物
を
占�

有�

す
る
だ
け
で
は
、
法
律
上
の
制
限
に
つ
い
て
の
買
主
の
認
識
を

経
験
則
上
推
認
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

瑕疵担保による損害賠償請求権の消滅時効
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（
１
）

本
件
土
地
は
都
市
計
画
区
域
内
に
あ
る
た
め
に
、
建
築
基
準
法
六
条
一
項
四
号
の
建
築
物
と
し
て
建
築
確
認
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
し
か
し
、
本
件
建
物
は
、
�
建
築
確
認
を
受
け
て
い
な
い
違
法
建
築
か
、
�
違
法
に
建
築
確
認
を
受
け
た
違
法
建
築
か
の
い
ず
れ
か

は
明
ら
か
で
は
な
い
。

（
２
）

道
路
位
置
指
定
の
廃
止
申
請
に
は
、
道
路
隣
接
地
権
利
者
全
員
の
承
諾
が
必
要
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
Ｘ
の
土
地
に
つ
い
て
道
路
位
置

指
定
が
廃
止
さ
れ
れ
ば
、
今
度
は
隣
接
地
の
Ｂ
が
建
て
替
え
ら
れ
な
く
な
る
の
で
、
Ｂ
の
承
諾
は
得
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
。

（
３
）

河
上
正
二
・
本
件
判
批
・
判
評
五
三
〇
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
六
九
頁
、
一
七
二
頁
。
起
草
過
程
に
基
づ
き
な
が
ら
同
旨
を
説
得
的
に
論

じ
る
の
が
、
吉
川
吉
樹
・
本
件
判
研
・
法
協
一
二
〇
巻
九
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
八
三
頁
、
一
八
九
頁
。

（
４
）

我
妻
栄
『
債
権
各
論

中
巻
一
（
民
法
講
義
V2

）』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
）〔
四
三
四
〕
二
八
四
頁
〜
二
八
五
頁
、
内
田
貴
『
民
法
�
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
）
一
三
三
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
、
物
の
瑕
疵
で
あ
る
と
明
快
な
論
理
を
展
開
さ
れ
た
の
が
、
柚
木
馨
『
売
主

瑕
疵
担
保
責
任
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
三
年
）
三
一
八
頁
、
同
編
『
注
釈
民
法
�
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
六
年
）〔
柚
木
〕
二
四
四
頁
。

（
５
）

最
判
昭
和
四
一
年
四
月
一
四
日
民
集
二
〇
巻
六
四
九
頁
。
下
森
定
・
判
研
・
法
協
八
四
巻
三
号
（
一
九
六
七
年
）
七
九
頁
、
八
一
頁
、
北

川
善
太
郎
・
判
評
・
民
商
五
五
巻
五
号
（
一
九
六
七
年
）
一
二
六
頁
、
一
三
五
頁
は
、
判
旨
に
賛
成
す
る
。

（
６
）

競
売
の
場
合
に
、
物
の
瑕
疵
で
あ
れ
ば
担
保
責
任
が
生
じ
な
い
（
民
法
五
六
八
条
）。

（
７
）

最
判
平
成
四
年
一
〇
月
二
〇
日
民
集
四
六
巻
一
一
二
九
頁
。

（
８
）

三
宅
正
男
『
契
約
法
（
各
論
）
上
巻
』（
青
林
書
院
新
社
、
一
九
八
三
年
）
三
四
〇
頁
、
半
田
吉
信
『
担
保
責
任
の
再
構
成
』（
三
嶺
書
房
、
一
九

八
六
年
）
五
四
頁
、
内
田
・
前
掲
一
三
七
頁
〜
一
三
八
頁
、
平
野
裕
之
『
契
約
法
』（
信
山
社
、
第
二
版
、
一
九
九
九
年
）
二
八
四
頁
、
潮
見
佳
男

『
契
約
各
論
�
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
二
年
）
二
三
四
頁
〜
二
三
六
頁
。

（
９
）

五
六
四
条
の
期
間
制
限
に
つ
い
て
、
梅
謙
次
郎
『
民
法
要
義
巻
之
三
』
五
六
四
条
。
五
七
〇
条
の
期
間
制
限
に
つ
い
て
も
、
同
趣
旨
で

あ
ろ
う
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
（
半
田
・
前
掲
五
四
頁
）。

（
１０
）

同
様
の
積
極
的
な
評
価
を
下
す
も
の
と
し
て
、
長
谷
川
浩
二
・
本
件
判
解
・
ジ
ュ
リ
一
二
二
六
号
（
二
〇
〇
二
年
）
九
四
頁
、
九
四
頁

〔
ジ
ュ
リ
最
高
裁
時
の
判
例
�
五
六
頁
、
五
六
頁
（
二
〇
〇
三
年
）
所
収
〕、
同
・
本
件
判
解
・
曹
時
五
五
巻
一
二
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
八
八
頁
〜
二
〇

六
頁
、
一
九
六
頁
、
田
高
寛
貴
・
本
件
判
批
・
法
セ
五
六
九
号
（
二
〇
〇
二
年
）
九
九
頁
、
九
九
頁
、
福
岡
聰
一
郎
・
本
件
判
批
・
ほ
う
む

〔
損
害
保
険
ジ
ャ
パ
ン
〕
四
九
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
一
一
頁
、
一
一
四
頁
。

判 例 研 究
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（
１１
）

最
判
昭
和
六
二
年
一
〇
月
八
日
民
集
四
一
巻
一
四
四
五
頁
。

（
１２
）

吉
川
・
前
掲
一
九
四
頁
。
異
な
る
方
向
を
示
唆
さ
れ
る
の
が
、
円
谷
峻
・
本
件
判
批
・
Ｎ
Ｂ
Ｌ
七
三
七
号
（
二
〇
〇
二
年
）
六
二
頁
、
六

六
頁
、
同
・
本
件
判
批
・
判
例
セ
レ
ク
ト
二
〇
〇
二
〔
法
教
二
七
〇
号
（
二
〇
〇
三
年
）
別
冊
付
録
〕
二
三
頁
、
二
三
頁
。

（
１３
）

同
旨
を
述
べ
て
い
た
学
説
と
し
て
、
森
田
宏
樹
『
契
約
責
任
の
帰
責
構
造
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
年
）
二
六
四
頁
〔
一
九
九
一
年
初
出
〕、
内

田
・
前
掲
一
三
八
頁
。
本
判
決
に
賛
意
を
表
す
る
も
の
と
し
て
、
安
部
勝
・
本
件
判
批
・
判
タ
一
一
二
五
号
（
二
〇
〇
三
年
）
三
〇
頁
、
三
一

頁
、
三
林
宏
・
本
件
判
批
・
立
正
三
七
巻
一
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
二
五
頁
、
一
六
一
頁
。

（
１４
）

こ
の
点
に
つ
い
て
の
他
の
解
釈
の
可
能
性
と
し
て
は
、
契�

約�

成�

立�

時�

と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
（
三
宅
・
前
掲
、
平
野
・
前
掲
）。

そ
れ
は
、
担
保
責
任
の
法
的
性
質
を
、
給
付
の
不
均
衡
を
是
正
す
る
た
め
の
法
定
責
任
と
考
え
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
契

約
成
立
時
に
給
付
の
不
均
衡
が
存
在
す
る
た
め
に
、
売
主
の
担
保
責
任
（
買
主
か
ら
見
た
権�

利�

）
も
ま
た
契
約
成
立
時
に
生
じ
、
行
使
可
能
と

な
る
、
と
解
釈
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

（
１５
）

長
谷
川
・
前
掲
判
解
一
八
九
頁
〜
一
八
八
頁
「
瑕
疵
を
知
っ
た
時
か
ら
消
滅
時
効
が
進
行
す
る
と
し
た
の
で
は
、
そ
の
時
か
ら
除
斥
期

間
が
進
行
す
る
か
ら
、
結
局
、
消
滅
時
効
の
規
定
の
適
用
を
否
定
す
る
の
と
同
じ
結
果
と
な
り
、
相
当
で
な
い
」
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
る

と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
１６
）

我
妻
・
前
掲
、
内
田
・
前
掲
一
三
三
頁
。

（
１７
）

河
上
・
前
掲
一
七
一
頁
、
曽
野
裕
夫
・
本
件
判
批
・
法
教
二
六
二
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
四
四
頁
、
一
四
五
頁
に
負
う
。
ま
た
、
潮
見
佳

男
・
本
件
判
批
・
み
ん
け
ん
五
三
九
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
二
頁
、
二
〇
頁
が
理
論
の
対
立
構
造
の
解
説
と
し
て
は
抜
群
で
あ
る
。
最
判
平
成

一
三
年
二
月
二
二
日
自
体
は
、
民
法
五
六
四
条
の
除
斥
期
間
起
算
点
に
つ
い
て
の
判
決
で
、
本
件
の
先
例
と
は
言
え
な
い
。
同
判
決
拙
評
・

阪
法
五
二
巻
一
号
一
七
九
頁
参
照
。

（
１８
）

森
田
宏
樹
・
本
件
判
批
・
ジ
ュ
リ
臨
増
一
二
二
四
号
八
二
頁
、
八
三
頁
は
「
買
主
は
、
売
買
目
的
物
の
引
渡
し
を
受
け
た
時
点
か
ら
、

少
な
く
と
も
抽
象
的
に
は
瑕
疵
を
調
査
し
発
見
し
う
る
状
態
に
置
か
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
法
的
に
み
て

権
利
行
使
を
お
よ
そ
期
待
で
き
な
い
事
由
が
存
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
明
解
さ
れ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
引
渡
し
を
受
け
て
目

的
物
を
占
有
し
て
も
、「
特
段
の
事
情
」
が
あ
れ
ば
、
時
効
は
進
行
し
な
い
こ
と
を
含
意
し
て
お
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
法
律
上
の
制
限
と

い
う
瑕
疵
は
、
こ
の
特
段
の
事
情
に
当
た
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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（
１９
）

起
算
点
に
つ
い
て
は
、「
判
例
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
部
分
が
大
き
い
」（
大
村
敦
志
『
基
本
民
法
�
』（
有
斐
閣
、
第
二
版
、
二
〇
〇
五
年
）
一
二
三

頁
）
の
で
、
引
渡
時
と
判
示
し
た
本
判
決
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
将
来
の
判
決
が
こ
れ
に
従
わ
な
い
可
能
性
も
大
き
く
残
っ
て
い
る
。

（
２０
）

物
の
物�

質�

上
の
瑕
疵
に
つ
い
て
も
、「
土
地
の
瑕
疵
に
つ
い
て
は
、
一
〇
年
経
過
後
に
発
見
さ
れ
る
と
い
う
ケ
ー
ス
は
い
く
ら
で
も
考
え

ら
れ
」、「
地
中
埋
設
物
の
瑕
疵
の
問
題
、
中
で
も
最
近
問
題
が
顕
在
化
し
て
い
る
土
壌
汚
染
の
問
題
に
つ
い
て
、
本
件
の
結
論
を
そ
の
ま
ま

当
て
は
め
る
こ
と
の
問
題
性
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
必
定
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
松
田
弘
・
本
件
判
批
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
二
一
（
二
〇
〇
一
年
七
月
）

一
二
頁
、
一
四
頁
）。

（
２１
）

半
田
・
前
掲
二
八
三
頁
〜
二
八
五
頁
に
負
う
。
同
旨
、
平
井
一
雄
・
本
件
判
批
・
金
商
一
一
五
三
号
（
二
〇
〇
二
年
）
六
三
頁
、
六
五
頁
。

（
２２
）

反
対
、
関
智
文
・
本
件
判
批
・
季
刊
不
動
産
研
究
四
四
巻
四
号
（
二
〇
〇
二
年
）
六
三
頁
、
六
九
頁
、
池
田
雅
則
・
本
件
判
批
・
銀
行
法

務
２１
六
〇
七
号
（
二
〇
〇
二
年
）
八
〇
頁
、
八
四
頁
。
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